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(57)【要約】
【課題】タッチパネル装置のタッチ検知方法を提供する
。
【解決手段】第１端と第２端とが接続する複数の短冊状
導電シートを平行して設けた第１導電層が形成された第
１基板と第２基板を含み、制御回路が第１端の短冊状導
電シートに駆動電圧を印加し、かつ該短冊状導電シート
の該第２端を予め設けられた電位に接続して、該短冊状
導電シートに電位傾度を形成し、該タッチパネル装置が
押し圧されると該第１導電層と第２導電層とが接触し、
該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第２導電層に印加
し、該制御回路が該タッチ位置の第１軸方向の座標位置
を検知すると共に、駆動電圧を該第２導電層の短冊状導
電層の第１端に印加し、かつ該短冊状導電シートの第２
端を予め設けられた電位に接続して電位傾度を形成し、
該第２導電層によって該タッチ位置に基づいて駆動電圧
を該第１導電層に印加し制御回路が該第１導電層を検知
して、以上を繰り返して実行する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１端と第２端とがそれぞれ制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しないように設
けられた複数の短冊状導電シートを含む第１導電層が形成された第１基板と、第１端と第
２端とがそれぞれ制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しないように設けられた複
数の短冊状導電シートを含む第２導電層が形成された第２基板と、を含んでなるタッチパ
ネル装置のタッチ検知方法であって、
（a）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層の第１端の短冊状導電シートに駆
動電圧を印加し、かつ該第１導電層の短冊状導電シートの該第２端を予め設けられた電位
に接続して、該第１導電層の短冊状導電シートに電位傾度を形成し、
（ｂ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタッチ位置が押し圧
されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置において接触し、該第１導電層によ
って該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第２導電層に印加し、
（ｃ）のステップにおいて、該制御回路が該第２導電層を検知して、該タッチ位置の第１
軸方向の座標位置を検知し、
（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が駆動電圧を該第２導電層の短冊状導電層の第１
端に印加し、かつ該第２導電層の短冊状導電シートの第２端を予め設けられた電位に接続
して、該第２導電層の短冊状導電シートに電位傾度を形成し、
（ｅ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタッチ位置が押し圧
されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置において接触し、該第２導電層によ
って該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第１導電層に印加し、
（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層を検知して、該タッチ位置の第２
軸方向の座標位置を検知し、
（ｇ）のステップにおいて、前記ステップ（ａ）からステップ（ｆ）を繰り返して実行す
ること、を特徴とするタッチパネル装置のタッチ検知方法。
【請求項２】
前記（ａ）のステップにおいて、該制御回路が順次駆動方式で駆動電圧を該第１導電層の
それぞれの短冊状導電シートに順に印加することを特徴とする請求項１に記載のタッチパ
ネル装置のタッチ検知方法。
【請求項３】
前記（ａ）のステップにおいて、該制御回路が同時駆動方式で駆動電圧を該第１導電層の
それぞれの短冊状導電シートに同時に印加することを特徴とする請求項１に記載のタッチ
パネル装置のタッチ検知方法。
【請求項４】
前記（ｃ）のステップにおいて該制御回路が順次走査方式で該第２導電層のそれぞれの短
冊状導電シートを順に走査することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置のタ
ッチ検知方法。
【請求項５】
前記（ｃ）のステップにおいて、該制御回路が同時走査方式で該第２導電層のそれぞれの
短冊状導電シートを同時に走査することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置
のタッチ検知方法。
【請求項６】
前記（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が順次駆動方式で駆動電圧を該第２導電層の
それぞれの短冊状導電シートに順に印加することを特徴とする請求項１に記載のタッチパ
ネル装置のタッチ検知方法。
【請求項７】
前記（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が同時駆動方式で駆動電圧を該第２導電層の
それぞれの短冊状導電シートに同時に印加することを特徴とする請求項１に記載のタッチ
パネル装置のタッチ検知方法。
【請求項８】
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前記（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が順次走査方式で該第１導電層のそれぞれの
短冊状導電シートを順に走査することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置の
タッチ検知方法。
【請求項９】
前記（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が同時走査方式で該第１導電層のそれぞれの
短冊状導電シートを同時に走査することを特徴とする請求項１に記載のタッチパネル装置
のタッチ検知方法。
【請求項１０】
第１端と第２端とがそれぞれ制御回路に接続する第１導電層が形成された第１基板と、第
１端と第２端とがそれぞれ制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しないように設け
られた複数の短冊状導電シートを含む第２導電層が形成された第２基板と、を含んでなる
タッチパネル装置のタッチ検知方法であって、
（a）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層の第１端に駆動電圧を印加し、か
つ該第１導電層の第２端を予め設けられた電位に接続して、該第１導電層に電位傾度を形
成し、
（ｂ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタッチ位置が押し圧
されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置において接触し、該第１導電層によ
って該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第２導電層に印加し、
（ｃ）のステップにおいて、該制御回路が該第２導電層を検知して、該タッチ位置の第１
軸方向の座標位置を検知し、
（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が駆動電圧を該第２導電層の短冊状導電層の第１
端に印加し、かつ該第２導電層の短冊状導電シートの第２端を予め設けられた電位に接続
して、該第２導電層の短冊状導電シートに電位傾度を形成し、
（ｅ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタッチ位置が押し圧
されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置において接触し、該第２導電層によ
って該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第１導電層に印加し、
（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層を検知して、該タッチ位置の第２
軸方向の座標位置を検知し、
（ｇ）のステップにおいて、前記ステップ（ａ）からステップ（ｆ）を繰り返して実行す
ること、を特徴とするタッチパネル装置のタッチ検知方法。
【請求項１１】
前記（ｃ）のステップにおいて該制御回路が順次方式で該第２導電層のそれぞれの短冊状
導電シートを走査することを特徴とする請求項１０に記載のタッチパネル装置のタッチ検
知方法。
【請求項１２】
前記（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が順次方式で該第２導電層のそれぞれの短冊
状導電シートを順に走査することを特徴とする請求項１０に記載のタッチパネル装置のタ
ッチ検知方法。
【請求項１３】
前記第１導電層が、平行し互い接触しないように設けられた複数の短冊状導電シートを含
むことを特徴とする請求項１０に記載のタッチパネル装置のタッチ検知方法。
【請求項１４】
前記第１導電層が連続した平面構造を含むことを特徴とする請求項１０に記載のタッチパ
ネル装置のタッチ検知方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、タッチパネル装置に係り、特に複数のタッチ位置を検知するタッチパネル装置
の検知方法に関する。
【背景技術】
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【０００２】
従来の技術によるタッチパネル装置の構造は、主にガラス基板(Glass　Substrate)の表面
に透明電極層（一般にITOと称する酸化インジウム錫導電層を用いる）を塗布して導電ガ
ラスを生成し、該導電ガラス上に別途ガラス基板か、もしくはフィルムを設ける。この場
合、該導電ガラス上に設ける他のガラス基板、もしくはフィルムの底面に、該導電ガラス
の透明電極層に対応する透明導電層を塗布する。
【０００３】
また、該導電ガラスの透明導電層と、フィルムの透明導電層との間には複数の絶縁スペー
サポイントを設けてそれぞれの透明電極が隔離され、所定の距離を保つようにする。さら
に、マイクロコントローラによってＸ軸とY軸の電圧値を交互に検知する。即ち、タッチ
パネルの画面が押し圧されて発生するＸ軸とＹ軸との圧力の分布を検知して、押し圧され
た位置を計算し、タッチパネルの画面上の押タッチポイントの位置を検知する。
【０００４】
タッチパネルの導電層に短冊状の導電シートを用いる構造とし、かつ走査の方式でタッチ
パネルの画面上の押し圧された位置を検知してもよい。例えば、アメリカ合衆国特許第５
１８１０３０号には、複数の短冊状の導電シートを含む導電層構造が開示されている。即
ち、直交する両方軸法にそれぞれ沿った両短冊状の導電シートを具え、電位差と位置の関
係を検知してタッチされた位置を得るものである。また、アメリカ合衆国特許第４５８７
３７８号には、短冊状の複数の導電シートを用いた構造が開示される。即ち、直交する両
軸方向にそれぞれ沿って短冊状の両導電シートを含み、軸方向に沿った両端にそれぞれ電
位を印加し、別途信号の変化を検知して、タッチされた位置を検知するものである。
【０００５】
しかしながら、従来のタッチパネル装置の構造は、主に単一のタッチポイントを検知する
ものであって、同時にタッチされた複数のポイントを判別することはできない。仮に判別
できたとしても、精度が不十分であって、誤差が容易に発生する。だが、現代社会におい
て、関連する電子機器などのハードウエアはますます発展を遂げていることから、簡易な
構造で複数のタッチポイントの判別を可能とする技術がますます望まれている。
【特許文献１】アメリカ合衆国特許第５１８１０３０号公報
【特許文献２】アメリカ合衆国特許第４５８７３７８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
そこで、本発明は、簡易な構造で複数のタッチポイントの検知ができるタッチパネル装置
のタッチ検知方法を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、従来技術の課題を解決するため、請求項１に記載するタッチパネルのタッチ検
知方法は、第１端と第２端とがそれぞれ制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しな
いように設けられた複数の短冊状導電シートを含む第１導電層が形成された第１基板と、
第１端と第２端とがそれぞれ制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しないように設
けられた複数の短冊状導電シートを含む第２導電層が形成された第２基板と、を含んでな
るタッチパネル装置のタッチ検知方法であって、（a）のステップにおいて、該制御回路
が該第１導電層の第１端の短冊状導電シートに駆動電圧を印加し、かつ該第１導電層の短
冊状導電シートの該第２端を予め設けられた電位に接続して、該第１導電層の短冊状導電
シートに電位傾度を形成し、（ｂ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくと
も一つのタッチポイントの位置が押し圧されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ
位置において接触し、該第１導電層によって該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第２導
電層に印加し、（ｃ）のステップにおいて、該制御回路が該第２導電層を検知して、該タ
ッチ位置の第１軸方向の座標位置を検知し、（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が駆
動電圧を該第２導電層の短冊状導電層の第１端に印加し、かつ該第２導電層の短冊状導電
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シートの第２端を予め設けられた電位に接続して、該第２導電層の短冊状導電シートに電
位傾度を形成し、（ｅ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタ
ッチポイントの位置が押し圧されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置におい
て接触し、該第２導電層によって該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第１導電層に印加
し、（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層を検知して、該タッチ位置の
第２軸方向の座標位置を検知し、（ｇ）のステップにおいて、前記ステップ（ａ）からス
テップ（ｆ）を繰り返して実行する。
【０００８】
請求項２に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項２における（ａ）のス
テップにおいて、該制御回路が順次駆動方式で駆動電圧を該第１導電層のそれぞれの短冊
状導電シートに順に印加する。
【０００９】
請求項３に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ａ）のス
テップにおいて、該制御回路が同時駆動方式で駆動電圧を該第１導電層のそれぞれの短冊
状導電シートに同時に印加する。
【００１０】
請求項４に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｃ）のス
テップにおいて該制御回路が順次走査方式で該第２導電層のそれぞれの短冊状導電シート
を順に走査する。
【００１１】
請求項５に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｃ）のス
テップにおいて、該制御回路が同時走査方式で該第２導電層のそれぞれの短冊状導電シー
トを同時に走査する。
【００１２】
請求項６に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｄ）のス
テップにおいて、該制御回路が順次駆動方式で駆動電圧を該第２導電層のそれぞれの短冊
状導電シートに順に印加する。
【００１３】
請求項７に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｄ）のス
テップにおいて、該制御回路が同時駆動方式で駆動電圧を該第２導電層のそれぞれの短冊
状導電シートに同時に印加する。
【００１４】
請求項８に記載のタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｆ）のステ
ップにおいて、該制御回路が順次走査方式で該第１導電層のそれぞれの短冊状導電シート
を順に走査する。
【００１５】
請求項９に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１における（ｆ）のス
テップにおいて、該制御回路が同時走査方式で該第１導電層のそれぞれの短冊状導電シー
トを同時に走査する。
【００１６】
請求項１０に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、第１端と第２端とがそれぞ
れ制御回路に接続する第１導電層が形成された第１基板と、第１端と第２端とがそれぞれ
制御回路に接続し、かつ互いに平行して接触しないように設けられた複数の短冊状導電シ
ートを含む第２導電層が形成された第２基板と、を含んでなるタッチパネル装置のタッチ
検知方法であって、（a）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層の第１端に駆
動電圧を印加し、かつ該第１導電層の第２端を予め設けられた電位に接続して、該第１導
電層に電位傾度を形成し、（ｂ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも
一つのタッチポイントの位置が押し圧されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位
置において接触し、該第１導電層によって該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第２導電
層に印加し、（ｃ）のステップにおいて、該制御回路が該第２導電層を検知して、該タッ
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チ位置の第１軸方向の座標位置を検知し、（ｄ）のステップにおいて、該制御回路が駆動
電圧を該第２導電層の短冊状導電層の第１端に印加し、かつ該第２導電層の短冊状導電シ
ートの第２端を予め設けられた電位に接続して、該第２導電層の短冊状導電シートに電位
傾度を形成し、（ｅ）のステップにおいて、該タッチパネル装置の少なくとも一つのタッ
チポイントの位置が押し圧されると、該第１導電層と第２導電層とがタッチ位置において
接触し、該第２導電層によって該タッチ位置に基づいて駆動電圧を該第１導電層に印加し
、（ｆ）のステップにおいて、該制御回路が該第１導電層を検知して、該タッチ位置の第
２軸方向の座標位置を検知し、（ｇ）のステップにおいて、前記ステップ（ａ）からステ
ップ（ｆ）を繰り返して実行する。
【００１７】
請求項１１に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１０における制御回
路が順次走査方式で該第２導電層のそれぞれの短冊状導電シートを走査する。
【００１８】
請求項１２に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１０における（ｄ）
のステップにおいて、該制御回路が順次駆動方式で該第２導電層のそれぞれの短冊状導電
シートを順に走査する。
【００１９】
請求項１３に記載するタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１０における第１導
電層が、平行し互い接触しないように設けられた複数の短冊状導電シートを含む。
【００２０】
請求項１４に記載のタッチパネル装置のタッチ検知方法は、請求項１０における第１導電
層が連続した平面構造を含む。
【発明の効果】
【００２１】
本発明の方法によれば、タッチパネル装置において、簡易な構造で複数のタッチされた位
置を検知することができるため、タッチパネル装置の応用機器の範囲を広げることができ
るという利点を具え、産業上の利用価値を大いに具える。また、簡易な構造で、かつタッ
チパネル装置を製造する従来の工程を利用できるため、製造コストを節減し、製品の市場
における競争能力を高めるという効果が得られる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
本発明に係るタッチパネルのタッチ検知方法について、その特徴を説明するために具体的
な実施例を挙げ、図面を参照にして以下に説明する。
【実施例１】
【００２３】
図１は、第１の実施例によるシステムの構造を示したブロック図であって、図２は、第１
の実施例によるタッチパネル装置の構造を示した分解図である。図面によれば、タッチパ
ネル装置１００は、第１基板１と、第２基板２と、及び両部材の間に介在するスペーサー
として、複数の絶縁スペーサポイント３を含んでなる。
【００２４】
第１基板１には導電層１０を形成する。第１の実施例において第１導電層１０は酸化イン
ジウム錫（ＩＴＯ）層が連続して平面構造を形成してなり、第１軸Ｉの方向に沿った両側
に第１端１０１と、第２端１０２を形成する。第１端１０１と第２端１０２は、それぞれ
制御回路４に接続し、制御回路４はマイクロコントローラ５に接続する。
【００２５】
制御回路４を介して第１導電層１０の第１端１０１に駆動電圧を印加し、かつ第２端１０
２に予め設けた電位を接続する。この予め設けた電位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしく
は固定の数値の電位Ｖ2（図４参照）であってもよく、これを以って第１導電層１０上に
電位傾度を形成する。
【００２６】
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第２基板２には第２導電層２１を形成する。第２導電層２１は、第２軸IIの方向に沿って
延伸する複数の短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎを含み、これら導電シート
は互いに平行して設けられて接触することなく、かつそれぞれ制御回路４に接続する第１
端Ｙ１ａ、Ｙ２ａ、Ｙ３ａ・・・Ｙｎａと、及び第２端Ｙ１ｂ、Ｙ２ｂ、Ｙ３ｂ・・・Ｙ
ｎｂを形成する。
【００２７】
制御回路４は第１導電層１０と第２導電層２１に対して駆動と走査を交互に行い、かつ第
２導電層２１が受信した検知信号を計算して得た座標上の位置を第１軸方向の座標位置ｘ
と定義し、第１導電層１０が受信した検知信号を計算して得た座標上の位置を第２軸方向
の座標位置ｙと定義する。
【００２８】
図３に、第１の実施例における操作方法を開示する。図面によれば、先ず１０１のステッ
プで第１導電層に電位傾度を形成する。即ち、制御回路４を介して第１導電層１０の第１
端１０１に予め設けた電位Ｖ１(図４参照)を印加して駆動電圧とし、第２端１０２に予め
設けた電位を接続する。この予め設けた電位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしくは固定数
値の電位Ｖ２（図４参照）であってもよく、このようにして第１導電層１０上に電位傾度
を形成する。
【００２９】
次いで、１０２のステップにおいて、タッチパネル装置１００のタッチポイントの少なく
とも一つが押し圧されると、第１導電層１０と第２導電層２１が押し圧された位置におい
て接触し、第１導電層１０が押し圧された位置に基づいて対応する駆動電圧をそれぞれの
押し圧された位置に対応する第２導電層２１に印加する。
【００３０】
次いで、１０３のステップにおいて、制御回路４が第２導電層２１のそれぞれの導電シー
トＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎを走査して、タッチされた位置の第１軸方向の座標の位置
ｘを検知する。
【００３１】
図４に開示するように、使用者が第１導電層１０の複数のタッチポイントの位置を押し圧
すると、例えばタッチポイントＬ１、Ｌ２を同時に押し圧すると、タッチポイントＬ１、
Ｌ２は第２導電層２１のタッチポイントＬ１’、Ｌ２’に対応するため、制御回路４が第
２導電層２１を走査すると、タッチポイントＬ１’、Ｌ２’にそれぞれ対応する第１軸方
向（ｘ軸方向）の座標上の位置が検知される。
【００３２】
また、１０４のステップにおいて、マイクロコントローラ５の制御により、制御回路４を
介して第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎの第１
端Ｙ１ａ、Ｙ２ａ、Ｙ３ａ・・・Ｙｎａに予め設けられた電位Ｖ１を駆動電圧として印加
し、かつ第２端Ｙ１ｂ、Ｙ２ｂ、Ｙ３ｂ・・・Ｙｎｂを予め設けられた電位に接続する。
この予め設けられた電位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしくは固定値電位Ｖ２（図５参照
）であってもよい。係る構成によって制御回路４は、順に走査する方式で第２導電層２１
のそれぞれの長方形の導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎ上に、順に電位傾度を形成
する。
【００３３】
次に、１０５のステップにおいて、第２導電層２１によって、タッチ位置Ｌ１’、Ｌ２’
に基づき対応する駆動電圧をそれぞれのタッチ位置Ｌ１’、Ｌ２’に対応する第１導電層
１０に印加する。
【００３４】
次に、１０６のステップにおいて、制御回路４は第１導電層１０に走査を行い、それぞれ
のタッチ位置の第２軸方向の座標位置ｙを検知する。
【００３５】
第１導電層１０と第２導電層２１を互いに駆動させて走査、検知する方式によってタッチ
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位置Ｌ1’、Ｌ２’に対応する第１軸方向の座標位置ｘと第２軸方向の座標位置ｙを得る
。
【実施例２】
【００３６】
図６、７に、第２の実施例を開示する。図６は第２の実施例によるシステムの構造を示し
たブロック図であって、図７は図６に開示する装置の第１基板と第２基板の複数のスペー
サポイントを設けた状態を示した説明図である。
【００３７】
第２の実施例によるタッチパネル装置１００ａの第１導電層１０は、互いに平行し接触し
ない複数の短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎを含み、それぞれの短冊状導電
シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎは、それぞれ第１端Ｘ１ａ、Ｘ２ａ、Ｘ３ａ・・・Ｘ
ｎａと、第２端Ｘ１ｂ、Ｘ２ｂ、Ｘ３ｂ・・・Ｘｎｂを有する。
【００３８】
 第２の実施例におけるその他構成部材は第１の実施例と同様である。よって、図面では
同一の部材について同一の符号を表示した。
【００３９】
第２の実施例におけるそれぞれの短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎを駆動し
た場合、第１の実施例における連続した平面構造の第１導電層１０と同等の効果を具える
ものとみなす。
【００４０】
それぞれの短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎは第１端Ｘ１ａ、Ｘ２ａ、Ｘ３
ａ・・・Ｘｎａから第２端Ｘ１ｂ、Ｘ２ｂ、Ｘ３ｂ・・・Ｘｎｂに向かって電位傾度を形
成し、かつ同様に第１導電層１０と第２導電層２１に対して、互いに駆動、走査による検
知を行い、タッチパネル装置１００ａの同時にタッチされた複数のタッチ位置の座標を検
知する。
【実施例３】
【００４１】
図８は、第３の実施例によるシステムの構造を示したブロック図である。第３の実施例に
おける多くの部材は図６に開示する実施の形態と同様であり、図面では同一の部材につい
て同一の符号を表示した。よって、詳細な説明を省く。
【００４２】
第３の実施例においては、タッチパネル装置１００ｂの第１導電層１０のそれぞれの短冊
状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎの第１端Ｘ１ａ、Ｘ２ａ、Ｘ３ａ・・・Ｘｎａ
と第２端Ｘ１ｂ、Ｘ２ｂ、Ｘ３ｂ・・・Ｘｎｂとがそれぞれ制御回路４に接続する点にお
いて異なる。
【００４３】
図９は、第３の実施例による装置の操作を示したフローチャートである。該操作は、先ず
制御回路４が第１導電層１０を駆動層とし、第２導電層２１を走査、検知層とする。制御
回路４が第１導電層１０を駆動する場合、第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シート
Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎに対して順に駆動電圧を印加する順次駆動方式を採用するか
、もしくは第１導電層１０の短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎに対して同時
に駆動電圧を印加する同時駆動方式を採用してもよい。
【００４４】
順次駆動方式を例として説明すると、２０１のステップにおいて制御回路４によって第１
導電層１０の短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・もしくはＸｎの第１端Ｘ１ａ、Ｘ
２ａ、Ｘ３ａ・・・Ｘｎａに予め設けた電位Ｖ１を駆動電圧として印加し、かつ第２端Ｘ
１ｂ、Ｘ２ｂ、Ｘ３ｂ・・・Ｘｎｂを予め設けられた電位に接続する。この予め設けた電
位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしくは固定数値の電位Ｖ２であってもよく、第１導電層
１０の短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・もしくはＸｎに電位傾度を形成する。
【００４５】
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例えば、制御回路４が先ず第１導電層１０の短冊状導電シートＸ１に電位傾度を形成し、
次いで短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎに、順に導電傾度を形成する。
【００４６】
同時駆動方式を採用する場合は、制御回路４が第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シ
ートＸ１の第１端Ｘ１ａ、Ｘ２ａ、Ｘ３ａ・・・Ｘｎａに、予め設けた電位Ｖ１を駆動電
圧として同時に印加し、かつそれぞれの短冊状導電シートＸ１の第２端Ｘ１ｂ、Ｘ２ｂ、
Ｘ３ｂ・・・Ｘｎｂを予め設けられた電位に接続する。このため設けた電位は接地Ｇか、
零電位０Ｖか、もしくは固定数値の電位Ｖ２であってもよく、第１導電層１０の短冊状導
電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎに電位傾度を形成する。
【００４７】
２０２のステップにおいて、タッチパネル装置１００ｂのタッチポイントの少なくとも一
つが押し圧されると、第１導電層１０と第２導電層２１が押し圧された位置において接触
し、第１導電層１０が押し圧された位置に基づいて対応する駆動電圧をそれぞれの押し圧
された位置に対応する第２導電層２１に印加する。
【００４８】
次いで、２０３のステップにおいて、制御回路４が走査、検知を行い、タッチされた位置
の第１軸方向の座標の位置ｘを検知する。
【００４９】
制御回路４が第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎ
に対して行う走査、検知方式は、順次走査方式を採用するか、もしくは同時走査方式を採
用してもよい。
【００５０】
順次走査方式は、制御回路４が先ず第２導電層２１の内の一短冊状導電シート（例えばＹ
１）を走査すると、次いでその他短冊状導電シートＹ２、Ｙ３・・・Ｙｎを走査する。同
時走査方式を採用する場合は、制御回路４が第２導電層２１の短冊状導電シートＹ１、Ｙ
２、Ｙ３・・・Ｙｎに対して同時に走査、検知を行う。
【００５１】
２０４のステップにおいて、第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、
Ｘ３・・・Ｘｎの駆動が完全に実行されたか判断する。第１導電層１０のそれぞれの短冊
状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎのすべてに対する駆動がなされていない場合は
２０１のステップに戻り、その他短冊状導電シートの駆動を継続して行う。
【００５２】
第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎの駆動が完全
に実行されると、制御回路４は第２導電層２１を駆動層とし、第１導電層１０を走査、検
知層とする。制御回路４が第２導電層２１を駆動する場合、同様に第２導電層２１のそれ
ぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎを順に駆動電圧を印加する順次駆動
方式を採用するか、もしくは第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、
Ｙ３・・・Ｙｎに駆動電圧を同時に印加する同時駆動方式を採用してもよい。
【００５３】
順次駆動方式を例に挙げると、２０５のステップにおいて制御回路４を介して第２導電層
２１の内の一短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・もしくはＹｎの第１端Ｙ１ａ、Ｙ
２ａ、Ｙ３ａ・・・Ｙｎａに予め設けた電位を駆動電圧として印加し、かつ第２導電層２
１の第２端Ｙ１ｂ、Ｙ２ｂ、Ｙ３ｂ・・・Ｙｎｂを予め設けられた電位に接続する。この
予め設けられた電位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしくは固定数値Ｖ２であってもよく、
第２導電層２１の短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・もしくはＹｎに電位傾度を形
成する。例えば、短冊状導電シートＹ１から始める。
【００５４】
同時駆動方式を採用する場合は、制御回路４が第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シ
ートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎの第１端Ｙ１ａ、Ｙ２ａ、Ｙ３ａ・・・Ｙｎａに、予め
設けた電位Ｖ１を駆動電圧として同時に印加し、かつそれぞれの短冊状導電シートＹ１、
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Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎの第２端Ｙ１ｂ、Ｙ２ｂ、Ｙ３ｂ・・・Ｙｎｂを予め設けられた電
位に接続する。この予め設けた電位は接地Ｇか、零電位０Ｖか、もしくは固定数値の電位
Ｖ２であってもよく、第２１導電層１０の短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎ
に電位傾度を形成する。
【００５５】
次いで、２０６のステップにおいて、第２導電層２１によって、タッチ位置に基づいて対
応する駆動電圧を、それぞれのタッチ位置に対応する第１導電層１０に印加する。
【００５６】
さらに、２０７のステップにおいて制御回路４が第１導電層１０に対して走査、検知を行
い、それぞれのタッチ位置の第２軸方向の座標位置ｙを検知する。
【００５７】
制御回路４が第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シートＸ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎ
に対して行う走査、検知方式は、順次走査方式か、もしくは同時走査方式を採用してもよ
い。
【００５８】
順次走査方式は、制御回路４が先ず第１導電層１０の内の一短冊状導電シート（例えばＸ
１）を走査すると、次いでその他短冊状導電シートＸ２、Ｘ３・・・Ｘｎを順に走査、検
知し、同時走査方式の場合は制御回路４が第１導電層１０のそれぞれの短冊状導電シート
Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３・・・Ｘｎに対して同時に走査、検知を行う。
【００５９】
２０８のステップにおいて、第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、
Ｙ３・・・Ｙｎに対する駆動が実行されたか判断する。
【００６０】
第２導電層２１のそれぞれの短冊状導電シートＹ１、Ｙ２、Ｙ３・・・Ｙｎに対する駆動
が実行されていないと判断した場合、２０１のステップに戻って初めから各ステップを実
行する。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】第１の実施例におけるシステムの構造を示したブロック図である。
【図２】図１の構造を有するタッチパネル装置の第１基板と第２基板と複数のスペーサポ
イントとの関係を示した説明図である。
【図３】第１の実施例におけるシステムの操作方法を示したフローチャートである。
【図４】第１の実施例における第１導電層に電位傾度を形成し、第２導電層に操作を行う
状態を示した説明図である。
【図５】第１の実施例における第２導電層に電位傾度を形成し、第１導電層に操作を行う
状態を示した説明図である。
【図６】第２の実施例におけるシステムの構造を示したブロック図である。
【図７】図６の構造を有するタッチパネル装置の第１基板と第２基板と複数のスペーサポ
イントとの関係を示した説明図である。
【図８】第３の実施例におけるシステムの構造を示したブロック図である。
【図９】第３の実施例におけるシステムの操作方法を示したフローチャートである。
【符号の説明】
【００６２】
１００　　タッチパネル装置
１００ａ　タッチパネル装置
１００ｂ　タッチパネル装置
１        第１基板
１０      第１導電層 
１０１　　第１端
１０２　　第２端
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２        第２基板
２１      第２導電層 
３        絶縁スペーサポイント
４        制御回路
５        マイクロコントローラ
Ｇ　　　　接地
Ｖ１　　　電位
Ｖ２　　　予め設けられた電位
Ｖ０　　　零電位
Ｌ１　　　タッチ（ポイントの）位置
Ｌ１’　　タッチ（ポイントの）位置
Ｌ２　　　タッチ（ポイントの）位置
Ｌ２’　　タッチ（ポイントの）位置
Ｘ１　　　短冊状導電シート
Ｘ２　　　短冊状導電シート
Ｘ３　　　短冊状導電シート
Ｘｎ      短冊状導電シート 
Ｘ１ａ    第１端
Ｘ２ａ    第１端
Ｘ３ａ    第１端
Ｘｎａ    第１端
Ｘ１ｂ    第２端
Ｘ２ｂ    第２端
Ｘ３ｂ    第２端
Ｘｎｂ    第２端
Ｙ１      短冊状導電シート
Ｙ２      短冊状導電シート
Ｙ３      短冊状導電シート
Ｙｎ      短冊状導電シート
Ｙ１ａ    第１端 
Ｙ２ａ    第１端 
Ｙ３ａ    第１端 
Ｙｎａ    第１端 
Ｙ１ｂ　　第２端
Ｙ２ｂ　　第２端
Ｙ３ｂ　　第２端
Ｙｎｂ　　第２端 
Ｉ        第１軸方向 
ＩＩ　　  第２軸方向
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